
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 金 聴力検査３年 

２ 土  

３ 日 憲法記念日 

４ 月 みどりの日 

５ 火 こどもの日 

６ 水 振替休日 

７ 木 個人懇談会（希望制） 聴力検査2 年 図書館開き 

８ 金 個人懇談会（希望制） 聴力検査 1 年 

９ 土  

１０ 日  

１１ 月 個人懇談会（希望制） 聴力検査たけの子 再検査 

１２ 火 個人懇談会（希望制） 

１３ 水 歯科検診 3 年・5-1・5-2  

１４ 木 
１年校外学習（梅小路方面） 

検尿 

１５ 金 検尿 耳鼻科検診１年 

１６ 土  

１７ 日  

１８ 月 内科検診 2-1・2-2 

１９ 火 
２年校外活動（植物園） 

クラブ活動 内科検診 1-1・1-2 フッ化物洗口 

２０ 水 ６年修学旅行 心臓検診二次 

２１ 木 ６年修学旅行 

２２ 金 教職員研修の為、全校５時間 完全下校 

２３ 土  

２４ 日  

２５ 月 部活動 内科検診2-3・2-4 

２６ 火 たてわり 内科検診３年 

２７ 水 フッ化物洗口 歯科検診４年 5-3・5-4 

２８ 木 一年生を迎える会 耳鼻科検診２年・４年 

２９ 金 内科検診たけの子 

３０ 土 
休日参観・引き渡し訓練 

（午前中授業 給食はありません） 

３１ 日  

令和８年５月１日  第２号 

 

５ 

太秦小学校いじめ対策委員会 

不登校やいじめに対する取り組みとして、不登校・いじめ対

策委員会を設置しています。お子様の学校生活の中で気になる

ことがあればいつでもご相談ください。 

 

(構成員) 校長 教頭 廣瀬（教務主任） 田畑（教育相談・生徒指導主任） 

坂元・松井（養護教諭） 早川（スクールカウンセラー） 

名嘉山（スクールソーシャルワーカー） 該当児童の担任 

 

毎月１０日に、教材費を指定の口座から引き落としさせてい

ただきます。期日に振替できるよう、ご協力をお願いいたしま

す。 

新緑の美しい季節となりました。さわやかな青空の下、子どもた

ちは校内外での活動や学習に、元気いっぱい意欲的に取り組んでい

ます。日々の学校生活の中で、友だちとの関わりを深めながら、の

びのびと成長している姿が見られ、大変うれしく思っております。 

さて、先日の授業参観ならびに懇談会には、ご多用の中にもかか

わらず、多数ご出席いただき、誠にありがとうございました。日頃

の学習の様子をご覧いただくとともに、保護者の皆さまと直接お話

しする貴重な機会となりましたことを、心より感謝申し上げます。 

今後も、学校と家庭がしっかりと連携し、保護者の皆さまと手を

携えながら、子どもたち一人一人の豊かな学びと健やかな成長を支

えていきたいと考えております。引き続き、本校の教育活動へのご

理解とご協力を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

先日配布したプリントでもお知らせしましたが、個人懇談会

を実施します。万が一希望しているにも関わらず、日程調整の

プリントが配布されてない場合は、学校までご連絡ください。 

 

安全な登下校のために 
・通院や体調不良等でやむを得ず遅刻する場合は、保護者の方

に学校まで送ってきていただくようお願いします。 

・何らかの用事で途中下校する場合は、学校までお迎えをお願

いします。 

・欠席・遅刻・早退の際は、連絡ツール「すぐーる」でお知ら

せください。 

 

休日参観 5月30日（土）【代休日6月1日（月）】 
第２校時  ９時３５分～１０時２０分 （授業参観） 

中間休み １０時２０分～１０時４０分 

第３校時 １０時４０分～１１時２５分 （授業参観） 

第４校時 １１時３０分～１２時１５分 （引き渡し訓練） 

※授業内容等、詳しくは、後日お便りなどでお知らせします。 

 

 

5月 18日（月）教職員研修の為、木

曜校時とします。そのためクラブ活

動を１９日（火）に変更します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 8 年度 入学式 
 今年度は 135 人の 1 年生が本校に入学しました。保護者・地域

の皆様と教職員に迎えられると、子どもたちみんな、とても嬉し

そうな顔をしていました。たくさんの祝福をいただきまして、 

ありがとうございました。 

 

今年度 初めての授業参観・懇談会  

 

1 年生、初めての授業参観に少し緊張している様子も見られ

ましたが、しっかりと学習課題に取り組んでいました。2 年生

から 6 年生の子どもたちも久しぶりの授業参観でしたが、進級

した立派な姿を見せていました。 

懇談会では、お子たちのクラスでの様子や１年間の学年・学

級運営についてのお話をさせていただきました。またご質問な

どありましたら、いつでも担任・学校までお知らせください。 

 

6 年 全国学力・学習状況調査 

 4 月 22 日（木）、6 年生が全国学力・学習状況調査を行いました。 

今年度の調査では国語・算数の 2 教科と質問紙での調査に臨みました。いつもの力が発揮できるように、集

中して取り組んでいました。個人の結果が戻り次第、丁寧に分析を行い、今後の指導に生かしていきたいと思

います。 

 

 

 

 

 

5月3日は「憲法記念日」です。6年生の社会科では、日本国憲法について、「国の最高のきまりであること」

「法律ができるもととなる考え方であること」、そして「三つの基本原則（基本的人権の尊重、国民主権、平和

主義）」などを学習します。 

「きまり」というと、「守らなければならないもの」「自由が制限されるもの」という印象をもつ子どももい

ます。人によっては、自分の行動が束縛されたり、規制されたりするように感じることもあるでしょう。しかし、

もし一人一人が自分の思うがままに行動したら、社会は成り立ちません。よく考えてみると、憲法や法律（学校

のきまりも含めて）は、私たちのくらしや一人一人の大切な権利を守るためにあるものなのです。 

また、「道徳心」や「社会規範意識」を培うことも、子どもたちが将来、社会の一員として生きていくために

欠かせない力です。法律は違反すると罰せられますが、道徳心や社会規範意識は、法的に強制されるものではあ

りません。一人一人の内面に育つ、自発的なものです。しかし、誰もが大切にされ、安心して暮らせる社会をつ

くるためには、なくてはならないものでもあります。 

学校では、道徳や社会科の学習をはじめ、日々の学校生活や様々な教育活動を通して、こうした力を育ててい

きます。私たち教職員も、子どもたちの成長を支えながら、粘り強く取り組んでまいります。ご家庭・地域の皆

様のご理解とご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

４月の学校行事より 


